
証券コード 3221
2026年６月９日

（電子提供措置の開始日2026年６月３日）

株 主 各 位
名古屋市東区徳川１丁目９番30号

株式会社ヨシックスホールディングス

代 表 取 締 役
会 長 Ｃ Ｅ Ｏ 吉 岡 昌 成

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに「第41回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲
載しております。

当社ウェブサイト https://yossix.co.jp/ir/

また、上記のほかインターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択のうえ、ご覧ください。

なお、ご出席に代えて、書面又はインターネットにより議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討
のうえ、議決権行使についてのご案内に従って、2026年６月24日（水曜日）午後５
時45分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市東区葵三丁目16番16号

ホテルメルパルク名古屋 カトレアの間
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第41期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第41期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬金額改定

の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制

限付株式付与のための報酬の上限金額及び上限株式数の変
更の件

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
上げます。
また、議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた
だきます。

◎ 会社法改正による株主総会資料の電子提供制度施行に伴い、株主の皆様による株主総会資料の閲覧は、紙媒
体から原則ウェブサイトでの閲覧になったことから、書面交付請求をされた株主様を除き、株主様へのお手
元へは簡易な招集通知のみをお送りしております。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
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事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境が緩やかに改善しているものの、

原材料の価格高騰、物価上昇による個人消費への影響、米国の関税政策による景気下振れリ

スクなどがあり、依然として先行きの不安定な状況が続いております。外食業界におきまし

ても、インバウンド需要が増加している一方で、燃料価格高騰や物価高による食材価格の上

昇、人手不足の影響を受けており、厳しい状況が続いております。

このような経営環境の下、当社グループは、「や台ずし」を中心に新規出店を実施いたし

ました。「や台ずし」業態としましては、富山県１号店として2025年４月にや台ずし新富町、

秋田県１号店として2025年６月にや台ずし秋田川反町、岩手県１号店として2025年７月にや

台ずし盛岡大通町、北海道１号店として2025年10月にや台ずし宮の沢町を出店し、東北・北

陸を中心に新規エリアの拡大を進めました。「ひとくち餃子の頂」業態としましては、2025

年４月にひとくち餃子の頂島田駅前店、2025年７月にひとくち餃子の頂銀天町店、2025年10

月にひとくち餃子の頂鳥取駅前店、2025年12月にひとくち餃子の頂片原町店、2026年３月に

ひとくち餃子の頂倉敷駅前店、ひとくち餃子の頂岩国駅前店を出店し、「や台ずし」の近隣

に出店できる業態として、新たな顧客を獲得するために、エリアの拡大を進めました。

ワンダーフードイノベーション株式会社が運営する「華花」業態としましては、2025年４

月に華花ららぽーと安城店を出店し、愛知県内にてエリアの拡大を進めました。

また、2025年７月１日に株式会社甲羅が運営する和食料理店「海老どて食堂」１店舗の飲

食事業を、当社連結子会社の株式会社ヨシックスフーズが事業譲受しました。名古屋駅近接

の地下街「エスカ地下街」にて、名古屋名物でもある「海老フライ」、店舗オリジナルの味

噌ソース「どて味噌ソース」を主力商品とする飲食店舗で、地元顧客、国内外からの旅行客

等、幅広い層に利用されています。現状の当社グループでは手掛けていない業態であり、当

社グループの飲食チェーンとしての幅を広げ、グループ全体としての価値向上に繋がると考

えております。

飲食事業の主力業態である「や台ずし」業態は新規出店20店舗を実施し、店舗数が363店

舗（フランチャイズ含む）、総店舗数の90.5％を占め、当業態の売上高は23,711百万円とな

りました。手仕込み餃子を売りにした「ひとくち餃子の頂」業態は新規出店６店舗を実施

し、店舗数が15店舗、総店舗数の3.7％を占め、当業態の売上高は551百万円となりました。

低価格居酒屋である「ニパチ」業態は、店舗数が11店舗、総店舗数の2.7％を占め、当業

態の売上高は466百万円となりました。

以上の結果、店舗数につきましては、新規出店28店舗、退店９店舗を実施し、当連結会計
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年度末の店舗数は401店舗（フランチャイズ含む）となりました。その上で、当連結会計年

度における売上高は25,914百万円（前年同期比13.1％増）、営業利益は2,995百万円（前年同

期比28.6％増）、経常利益は3,283百万円（前年同期比28.4％増）、親会社株主に帰属する当

期純利益は2,025百万円（前年同期比15.2％増）となりました。

一方、建装事業につきましてはグループ会社の強みとして最大限活用し、店舗展開する際

のイニシャルコストの徹底的な抑制、投資回収の早期実現等の達成に大きく寄与しました。

なお、当社はセグメント情報の記載を省略しているため、セグメントごとの業績の詳細な

記載を省略しております。

事業の種類別セグメントごとの業績の概況は、次のとおりであります。

事業区分 売 上 高 構 成 比 前期比増減率

飲食事業 25,411,947 千円 98.1 ％ 14.0 ％

建装事業 502,348 千円 1.9 ％ △18.2 ％

合計 25,914,296 千円 100.0 ％ 13.1 ％

(注)１．事業の種類別セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高控除後の金額であります。
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② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施致しました設備投資の総額は757,930千円で、その主なも

のは新規出店によるものであります。

担当部課 出店店舗数 合計

新規
出店

東日本支社

関東第一事業部 や台ずし７店舗 ７店舗

関東第二事業部 や台ずし１店舗 １店舗

静岡事業部 頂１店舗 １店舗

西日本支社

中部事業部 や台ずし４店舗 海老どて１店舗 ５店舗

関西事業部 や台ずし５店舗 ５店舗

中四国事業部 や台ずし２店舗 頂４店舗 ６店舗

九州事業部 や台ずし１店舗 頂１店舗 ２店舗

ワンダーフードイノベーション株式会社 華花１店舗 １店舗

合計 28店舗

(注)１．2026年３月31日現在の状況を記載しております。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。
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（2）財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
2022年度
第 38 期

2023年度
第 39 期

2024年度
第 40 期

2025年度
(当連結会計年度)
第 41 期

売 上 高 17,089,433 千円 21,117,309 千円 22,905,077 千円 25,914,296 千円

営 業 利 益 706,136 千円 2,322,390 千円 2,328,817 千円 2,995,369 千円

経 常 利 益 1,834,160 千円 2,538,049 千円 2,558,206 千円 3,283,517 千円

親会社株主に帰属する当期純利益 961,658 千円 1,809,337 千円 1,758,418 千円 2,025,372 千円

１株当たり当期純利益 94.05 円 175.06 円 172.19 円 197.68 円

総 資 産 12,060,907 千円 14,572,086 千円 14,925,645 千円 17,221,053 千円

純 資 産 8,789,247 千円 9,902,113 千円 11,459,015 千円 13,284,991 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 851.44 円 971.87 円 1,120.94 円 1,295.32 円

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
2022年度
第 38 期

2023年度
第 39 期

2024年度
第 40 期

2025年度
(当事業年度)
第 41 期

営 業 収 益 607,724千円 692,201千円 885,760 千円 1,386,704 千円

営 業 利 益 168,813 千円 177,609 千円 288,800 千円 783,401 千円

経 常 利 益 142,966 千円 151,412 千円 301,792 千円 627,970 千円

当 期 純 利 益 142,498 千円 141,735 千円 285,562 千円 590,315 千円

１株当たり当期純利益 13.93 円 13.71 円 27.96 円 57.62 円

総 資 産 7,450,325 千円 6,804,336 千円 6,949,985 千円 7,351,375 千円

純 資 産 6,797,573 千円 6,242,587 千円 6,340,459 千円 6,730,879 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 721.73 円 612.70 円 620.23 円 656.28 円

(注)１．１株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき算出しております。
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(3) 対処すべき課題

外食産業の市場規模の縮小傾向は今後も続いていく中、経済情勢や消費動向、または競合

他社の状況等の経営環境を勘案しつつ、当社グループは「元気を持って帰ってもらう店なん

やで」という基本理念のもと、「あたりまえやを当り前に」の社是を掲げ、以下の課題に適

切に対処してまいります。

① 人材採用・育成

当社グループは店舗作りの戦略として、地域や立地における特性や顧客ニーズに柔軟に

対応するため、それぞれの地域で採用した従業員を全面に立て店舗運営を行っておりま

す。それが“元気を持って帰ってもらう店”を生み出す源泉であり、「人材」は当社グル

ープにおける最も重要な経営資源として位置付けております。当社グループにおいて提供

するサービスの水準は各店舗の人材に影響を受けますので、優秀な人材の確保、育成の徹

底を最重要課題として取り組んでまいります。

また将来を担う幹部候補生として若い人材を確保するために、新卒採用にも注力してお

ります。当社グループの理念を理解し、将来において当社グループを牽引していく人材に

育つよう、教育に力をいれてまいります。

② 新規出店計画の徹底

新規出店の物件確保については、各地域における有力不動産業者等からの外部情報のみ

ならず、取引先金融機関、取引先酒販店等からも幅広い情報収集に努めております。しか

し当社グループのニーズに合致した条件の物件が必ずしも確保されるとは限らないため、

新規出店計画を実行できなくなる可能性もあり、予算に影響を及ぼす懸念も考えられま

す。新規出店計画を着実に実行に移せるよう、継続的に新規物件に関する情報収集を徹底

し、物件情報の収集体制を強化することを課題として取り組んでまいります。

③ 新規出店地域の開拓

当社グループの出店している既存地域においてもまだまだ未開拓のエリアがあり、出店

をしていく余地は充分にあると考えております。当社グループは太平洋ベルト地帯を中心

に展開しておりますが、特に経済規模の大きい関東地域への出店を拡大すべく、群馬県・

山梨県等も出店候補地として見込んでおります。今後はこういった未開拓の地域に出店

し、新たな事業部の基盤をつくることが重要であると考えておりますので、情報の収集、

出店体制の強化を課題として取り組んでまいります。
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④ 新業態の開発

今後も当社グループの持続的な成長を見込むには、新たな収益の柱となるべく新業態を

開発し成長させることが非常に重要であると考えております。顧客ニーズが多種多様化す

る中、顧客が外食に対して要求しているものは何かということを常に探求し、情報収集の

徹底を図ることで、新業態の開発に注力してまいります。

⑤ 本部機能の強化

新規出店による店舗の増加及び業態の多様化が進み、企業規模が拡大する中、本部機能

の強化・充実を図ることが持続的な成長には必要であると認識しております。今後も営業

部門及び管理部門における本部機能の強化を図り、収益力の向上、業務の効率化等を徹底

追求することで、組織の強化を課題として取り組んでまいります。

⑥ コンプライアンス経営の推進・徹底

店舗数の拡大に伴い、それぞれの事象に応じたリスク管理やコンプライアンスの遵守体

制が重要になります。社会貢献に資する企業の一員として、企業としての信頼性を高める

ために、内部統制システムの構築・運用・強化に努め、役職員への法令遵守体制の周知徹

底に取り組んでまいります。また、労働環境の向上及びコンプライアンス遵守にも努めて

まいります。

⑦ 食の安心安全の徹底追求

店舗数の拡大に伴い、食に対する安心や安全性に関するリスクは高まる傾向にありま

す。しかし飲食業を生業とする当社グループにおいて、「安全」を確保し、「安心」して飲

食して頂くことは、当社グループの基本的かつ最大の責務であると考えております。その

ため食材の品質管理はもとより、店舗における調理場自体の清潔感及び衛生管理を徹底す

ることで、お客様に安心して飲食して頂くことに努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(4) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

事 業 主 要 事 業

飲食事業

（株式会社ヨシックスフーズ・

ワンダーフードイノベーション

株式会社）

居酒屋を中心とした飲食サービスの提供を行っております。

建装事業

（株式会社ヨシオカ建装・

芝産業株式会社）

飲食店建築を中心とした内装工事を行っております。

投資事業

（株式会社ヨシックスキャピタル）
ベンチャー企業への投資、M&A仲介を行っております。
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(5) 主要な事業所及び営業店舗（2026年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本社 愛知県名古屋市東区徳川１丁目９番30号

株式会社ヨシックスフーズ 愛知県名古屋市東区徳川１丁目９番30号

株式会社ヨシオカ建装 愛知県名古屋市東区徳川１丁目９番30号

株式会社

ヨシックスキャピタル
愛知県名古屋市東区徳川１丁目９番30号

芝産業株式会社 神奈川県小田原市城山１-12-１

ワンダーフードイノベーション

株式会社
愛知県名古屋市東区徳川１丁目９番30号

や台ずし業態

363店舗

（FC２店舗含む）

気軽に足を運んで頂き、何個か摘まんで家路について頂く。その気軽さを

演出するとともに、江戸時代から伝わる“にぎりずし”の原点をお楽しみ

頂くために、ネタはどれも厳選された素材で活きの良さを保ちながら提供

しております。

ひとくち餃子の頂業態

15店舗

ちょい飲みにも、家族での外食にも、テイクアウトにもぴったりな餃子を

お店で手仕込みし、元気や笑顔と一緒にお客様へお届けするお店です。こ

だわりの焼き餃子はにんにく不使用、国産野菜100％でたっぷり。サクッ

とうす皮で、10個でも20個でもパクパクいける餃子です。

ニパチ業態

11店舗

昔懐かしい雰囲気を残しつつ、ドリンクもフードも低価格で提供しており

ます。“わかり易い値段設定”で安くておいしい商品と「モバイルオーダ

ー」にて商品を注文するシステムによる楽しさを演出する空間を提供して

おります。

飲食業態その他

12店舗

や台や業態１店舗、せんと業態１店舗、これや業態２店舗、焼き
とりてっぱん業態１店舗、玉鋼業態１店舗、海老どて業態１店舗、
華花業態５店舗
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（6）従業員の状況（2026年３月31日現在）

①企業集団の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

929名 (1,222名) 43名増（184名増） 39.8歳 4.9年

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及びアルバイトは（ ）内に、年間平均雇用人員（１日８時間、
１ヶ月22日で換算）を記載しております。

②当社の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

16名 (８名) １名増 （－名） 39.1歳 8.2年

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及びアルバイトは（ ）内に、年間平均雇用人員（１日８時間、
１ヶ月22日で換算）を記載しております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名 所在地 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社ヨシックスフーズ 愛知県 9,000千円 100.0％ 飲食事業

株式会社ヨシオカ建装 愛知県 45,000千円 100.0％ 建装事業

株式会社ヨシックスキャピタル 愛知県 9,000千円 100.0％ 投資事業

芝産業株式会社 神奈川県 20,000千円 100.0％ 建装事業

ワンダーフードイノベーション
株式会社

愛知県 9,000千円 100.0％ 飲食事業

（注）芝産業株式会社の株式は、株式会社ヨシオカ建装を通じての間接所有となっております。

(8) 主要な借入先及び借入額(2026年３月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 株式に関する事項
(1) 発 行 可 能 株 式 総 数 28,000,000株

(2) 発 行 済 株 式 の 総 数 10,361,000株（自己株式104,840株を含む）

(3) 単 元 株 式 数 100株

(4) 当事業年度末の株主数 16,184名

(5) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 吉 岡 3,615,900株 35.3％

吉 岡 昌 成 644,400株 6.2％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 499,100株 4.8％

吉 岡 裕 太 郎 390,000株 3.8％

吉 岡 光 代 309,000株 3.0％

瀬 川 雅 人 211,500株 2.0％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 133,800株 1.3％

ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ．ＬＬＣ 118,914株 1.1％

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 109,130株 1.1％

サ ン ト リ ー 株 式 会 社 104,000株 1.0％

ア サ ヒ ビ ー ル 株 式 会 社 104,000株 1.0％

(注) 持株比率は自己株式104,840株を控除して算定しております。

（6）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

払込期日 2025年７月24日

処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式33,500株

処分価額 １株につき2,590円

処分価額の総額 86,765,000円

交付者数

取締役４名 29,000株
執行役員４名 3,100株
当社従業員１名 200株
当社子会社従業員４名 1,200株
※社外取締役を除きます。

(注）株式報酬の内容は、「４．会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役の報酬等」に記載しておりま

す。
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3. 新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内

容の概要

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容

の概要

該当事項はありません。

（3）その他新株予約権の発行に関する重要な事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況等

代 表 取 締 役
会 長 Ｃ Ｅ Ｏ

吉 岡 昌 成
ワンダーフードイノベーション株式会社 代表取締役社長

株式会社ヨシックスキャピタル 取締役
代 表 取 締 役
社 長 Ｃ Ｏ Ｏ

瀬 川 雅 人
株式会社ヨシックスフーズ 代表取締役社長執行役員

や台やグループ統括本部本部長

専 務 取 締 役 吉 岡 裕太郎
海外戦略準備室室長
株式会社ヨシオカ建装 代表取締役
芝産業株式会社 代表取締役

常 務 取 締 役 伊 達 富 夫
株式会社ヨシックスフーズ 常務取締役執行役員
や台やグループ統括本部副本部長

取 締 役
(常勤監査等委員)

鳥 居 達 也

株式会社近江商事 代表取締役
株式会社ヨシックスフーズ 監査役
株式会社ヨシオカ建装 監査役
芝産業株式会社 監査役
ワンダーフードイノベーション株式会社 監査役

取 締 役
(監査等委員)

植 村 亮 仁

植村亮仁公認会計士事務所 所長
植村税理士事務所 所長
HSホールディングス株式会社 社外監査役
株式会社ビジョナリー 社外監査役
株式会社ピアズ 社外監査役
ユケン工業株式会社 社外取締役
株式会社ネクストワン 社外監査役
株式会社ステイゴールド 社外監査役

取 締 役
(監査等委員)

堀 雄 治

(注) １. 鳥居達也氏、植村亮仁氏及び堀雄治氏は、会社法第２条第15号の社外取締役であります。
２. 当社は、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有及び内部監

査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にすることで、監査等委員会の監査・監督機能を強化する
ため、鳥居達也氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３. 当社は、取締役鳥居達也氏、植村亮仁氏及び堀雄治氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証
券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

４．取締役の吉岡裕太郎は代表取締役会長CEO吉岡昌成の長男であります。
５．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等

としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
損害を、当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締
役（監査等委員である取締役を含む）及び執行役員であり、当該保険契約の保険料は全額当社が負担し
ております。また次回更新時には同内容で更新を予定しております。

６．取締役植村亮仁氏は、公認会計士として多くの経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。

(2) 当事業年度中の取締役の異動

イ．退任

該当事項はありません。
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ロ．当事業年度中の取締役の地位の異動

該当事項はありません。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役全員と会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第

１項に定める額を責任の限度としております。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）個人別の報酬

等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を定めております。

その概要は、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の各職責を踏まえた適

正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定報酬としての基本報酬及び非金銭報

酬等（譲渡制限付株式報酬）としております。基本報酬は毎月支払うものとし、各取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の職位、職責等を基にして、各期の業績並びに業績へ

の貢献度を勘案し決定することとしております。

非金銭報酬等は2023年６月23日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取

締役を除く。）及び執行役員に対して当社の企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る

インセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進める目的として譲

渡制限付株式報酬を支給することが決議されております。なお、当該譲渡制限付株式報酬

の総額及び数については「２．株式に関する事項（6）当事業年度中に職務執行の対価と

して会社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりであります。

取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の

報酬等について報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議さ

れた決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断

しております。

ロ．取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2021年６月24日開催の

第36回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議頂いております。

なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、４名です。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）への非金銭報酬等（譲渡制限付株式）の当

社普通株式の総数及び金額は、2021年６月24日開催の第36回定時株主総会において、年

50,000株以内及び年額100,000千円以内と決議されております。

なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名です。

監査等委員の金銭報酬の額は、2021年６月24日開催の第36回定時株主総会において年額
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30,000千円以内と決議頂いております。

なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役は３名です。

ハ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬に関する事項については、指名・報

酬委員会における検討を経て、取締役会決議により決定致します。指名・報酬委員会は当

社の取締役の報酬に関して、取締役会から諮問を受けて、その適切性等について審議し、

答申を行います。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を得て、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の報酬等の決定を行います。
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(5) 取締役の報酬等の額

区 分
報酬等
の総額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
対象となる

役員の員数
基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

退職慰労金

取締役(監査等委員を除く)

(うち社外取締役)

259,088千円

(－)

153,810千円

(－)

－

(－)

79,158千円

(－)

26,120千円

(－)

４名
（－）

取締役(監査等委員)

(うち社外取締役)

5,160千円

(5,160千円)

5,160千円

(5,160千円)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

３名
(３名)

合 計
264,248千円

(5,160千円)

158,970千円

(5,160千円)

－

(－)

79,158千円

(－)

26,120千円

(－)

７名
(３名)

(注) １．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2021年６月24日開催の第36回定時株主総会において年額300,000千円以内（ただ

し、使用人分給与は含まない。）と決議頂いております。

３．監査等委員の報酬限度額は、2021年６月24日開催の第36回定時株主総会において年額30,000千円以内と

決議頂いております。

４．監査等委員はすべて社外取締役であります。

５．当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

６．業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本

報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じ

た変動的な年俸制を採用しております。

７．退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。

８. 非金銭報酬等の額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬に係る費

用計上額であります。

(6) 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役の鳥居達也氏は株式会社近江商事代表取締役を兼職しておりますが、当社と特別

の関係はありません。

取締役の植村亮仁氏は植村亮仁公認会計士事務所所長、植村税理士事務所所長、HSホー

ルディングス株式会社社外監査役、株式会社ビジョナリー社外監査役、株式会社ピアズ社

外監査役、ユケン工業株式会社社外取締役、株式会社ネクストワン社外監査役及び株式会

社ステイゴールド社外監査役を兼職しておりますが、当社と特別の関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。
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ハ．当該事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
主な活動状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
(常勤監査等委員)

鳥 居 達 也

当事業年度開催の取締役会19回のうち19回及び監
査等委員会13回のうち13回出席しました。
議案審議につき、経営者としての豊富な経験と高
い見識に基づいて必要な発言を行っております。

取 締 役
(監査等委員)

植 村 亮 仁

当事業年度開催の取締役会19回のうち18回及び監
査等委員会13回のうち12回出席しました。
議案審議につき、公認会計士として培われた豊富
な経験と幅広い見識に基づいて必要な発言を行っ
ております。

取 締 役
(監査等委員)

堀 雄 治

当事業年度開催の取締役会19回のうち19回及び監
査等委員会13回のうち13回出席しました。
議案審議につき、卸売業に関する豊富な経験と高
い見識に基づいて必要な発言を行っております。
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5. 会計監査人に関する事項
(1) 当社の会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

30,500千円

②当社が会計監査人に支払うべき金銭、その他の財産上の利益の合計額

30,500千円

(注)１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の

実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務執行状況を確認し、当事業年度

の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について

会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬

等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、

実質的にも区分できないため、上記①の額にはこれらの合計を記載しておりま

す。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められる場合には監査等委員全

員の同意に基づき監査等委員会が解任致します。その他監査等委員が定める「会計監査人

の評価・選定」の評価の結果、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、

職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行するこ

とが困難であると認められる場合は、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任限定契約を締結することができる旨の規定を定款第42条に設けておりますが、責任

限定契約は締結しておりません。
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6. 業務の適正を確保するための体制に関する事項
(1) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容

当社は、2015年５月８日開催の取締役会において会社法第362条及び会社法施行規則第100

条に基づき、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に関する決議を一部

改定をいたしました。その内容は次のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、 「企

業行動規範」を制定し、その運用に努めるとともに、継続的なコンプライアンス教育・啓

蒙を行う。

ロ．コンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を定期的に検証し、問題点の改善・

是正を行うために、取締役を内部統制統括責任者に選任し、内部統制全般の適切な整備・

運用を行う。内部統制統括責任者は、情報管理・リスク対策を統括・管理するとともに、

他の委員会等を通じて社内の情報収集を行い、会社の内部統制体制の有効性の確保を図っ

ていく。

ハ．コンプライアンス体制の強化を目的として、内部通報制度を導入する。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社グループのコーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会において会社全体で

取り組むべき課題（社会的責任・リスク対策）の方針を決定する。

ロ．内部統制統括責任者はその方針に沿って、主管部署を指示しコンプライアンス管理規程

をはじめとする関連規程の整備・運用等、当社のリスクマネジメント体制の充実と強化を

図っていく。

③ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．業務の執行が法令及び定款に適合するとともに、業務の適正と効率性の確保を目的とし

て、組織規程や業務分掌規程をはじめとする社内規程を定め業務を執行する。これらの規

程は、法令の改廃や業務の見直し等、必要のある場合に随時見直しを行うものとする。

ロ．業務執行部門から独立した取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、各部門の業務プロ

セス等をチェックし、不正の防止とプロセスの改善に努める。

ハ．内部統制統括責任者のもと、関連部署が主管となり財務報告の正確性・信頼性の確保と

その推進を目的とする内部統制規程を制定し、内部統制システムの整備と強化を進める。
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④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る情報及び文書の取り扱いについて、社内規程を定めると

ともに、その規程の定めに基づき、適切に保存し管理を行う。社内規程は法令の改廃等、必

要のある場合に随時見直しを行うものとする。

⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、合理的かつ効率的な職務執行を確保するために、職務の役割分担を定めるとと

もに、取締役会規程や職務権限規程に基づき業務を執行する。

⑥ 監査等委員監査の実効性確保体制

イ．監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を置くことを、取締役

社長に求めることができる。また、その場合の使用人は専任者とし、監査等委員以外の指

揮命令を受けないものとする。

ロ．監査等委員は、内部監査部門から内部監査状況に係る情報の提供を受けることができる

ほか、重要な会議の内容の報告を受けるものとする。また、必要に応じて社内の会議に出

席を求めることができるものとする。

ハ．監査等委員は、代表取締役、会計監査人との定期的な情報交換の場を持つものとする。

ニ．取締役及び使用人は、業務執行において法令に違反する事実、会社に著しい損害を 与

える恐れがある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員に報告する。

ホ. 取締役及び使用人が監査等委員に報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止する。

ヘ. 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対して、法令に基づく費用の前

払い等を請求したときは、監査等委員の職務の執行に必要でないと証明された場合を除

き、速やかに前払い費用等を支払う。

⑦ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは制定された「グループ企業行動規範」により、反社会的勢力との関係を遮

断する事を宣言し、お取引先の調査を実施、反社会的勢力の経営への関与防止、当該勢力に

よる被害の防止等に努める。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 取締役会を定例・臨時を含め19回開催しました。取締役の職務執行の適法性を確保し、ま

た取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない

社外取締役３名が開催された取締役会に出席し意見を述べました。
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② 監査等委員会を定例・臨時を含め13回開催しました。監査等委員は、監査等委員会におい

て定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役、他の取締役、内部監査室

及び会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図ってまいりました。

③ コンプライアンス委員会を１回開催しました。法令・社内規程等の遵守状況を確認すると

ともに、役員及び管理職にコンプライアンスに対する意識の向上や牽制機能の強化を図りま

した。また当社では内部通報規程により相談・通報体制を設けており、コンプライアンスの

実効性向上に努めました。

④ 内部監査室は、内部監査計画を立案し、当社グループの各部門及び店舗について法令・定

款・各種規程に基づいて、適法性、適正性及び効率性を鑑み、内部監査を実施いたしまし

た。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けております。現在

当社グループは成長途上と考えており、新規出店、人材採用、人材育成、管理体制強化など、

業容拡大及び競争力を高めるために充当する内部留保を確保しつつ、業績及び財務状況等を勘

案して継続的な配当の実施に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在) (単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 12,834,918 流 動 負 債 3,192,640

現 金 及 び 預 金 11,575,993 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 858,498

売 掛 金 612,408 未 払 金 862,487

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 257,561 未 払 法 人 税 等 661,247

そ の 他 388,955 そ の 他 810,406

固 定 資 産 4,386,135 固 定 負 債 743,421

有形固定資産 3,158,454 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 584,474

建 物 及 び 構 築 物 2,387,980 そ の 他 158,947

土 地 449,734

そ の 他 320,739

無形固定資産 33,136 負 債 合 計 3,936,062

そ の 他 33,136 純 資 産 の 部

投資その他の資産 1,194,544 株 主 資 本 13,282,869

投 資 有 価 証 券 116,892 資 本 金 361,315

繰 延 税 金 資 産 401,200 資 本 剰 余 金 389,420

そ の 他 676,451 利 益 剰 余 金 12,837,023

自 己 株 式 △304,889

その他の包括利益累計額 2,122

その他有価証券評価差額金 2,122

純 資 産 合 計 13,284,991

資 産 合 計 17,221,053 負 債 ・ 純 資 産 合 計 17,221,053
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 25,914,296

売 上 原 価 8,552,418

売 上 総 利 益 17,361,877

販売費及び一般管理費 14,366,508

営 業 利 益 2,995,369

営 業 外 収 益

協 賛 金 収 入 248,056

そ の 他 46,644 294,700

営 業 外 費 用

店 舗 閉 鎖 損 失 5,480

現 金 過 不 足 981

そ の 他 90 6,553

経 常 利 益 3,283,517

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,328 2,328

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 964

固 定 資 産 除 却 損 345

減 損 損 失 253,887 255,197

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,030,647

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,060,319

法 人 税 等 調 整 額 △55,044 1,005,275

当 期 純 利 益 2,025,372

親会社株主に帰属する当期純利益 2,025,372
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 361,315 389,761 11,108,667 △402,130 11,457,613

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △286,704 △286,704

親 会 社 株 主 に

帰 属 す る 当 期 純 利 益
2,025,372 2,025,372

自 己 株 式 の 取 得 △176 △176

自 己 株 式 の 処 分 △341 △10,312 97,418 86,765

株主資本以外の項目の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △341 1,728,355 97,241 1,825,255

当 期 末 残 高 361,315 389,420 12,837,023 △304,889 13,282,869

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金

その他の包括

利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,402 1,402 11,459,015

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △286,704

親 会 社 株 主 に

帰 属 す る 当 期 純 利 益
2,025,372

自 己 株 式 の 取 得 △176

自 己 株 式 の 処 分 86,765

株主資本以外の項目の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
720 720 720

当 期 変 動 額 合 計 720 720 1,825,976

当 期 末 残 高 2,122 2,122 13,284,991
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 ５社

連結子会社の名称
株式会社ヨシックスフーズ
株式会社ヨシオカ建装
株式会社ヨシックスキャピタル
芝産業株式会社
ワンダーフードイノベーション株式会社

２．非連結子会社の名称等
台湾ヨシックス股扮有限公司
（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等からみて、連結の範囲か
ら除いても企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性
に乏しいものであり、連結の範囲から除外しております。

３．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

５. 会計方針に関する事項
(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

(ロ) 棚卸資産
未成工事支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下による簿価切下げの方法により算
定）
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下による簿価切下げの方法
により算定）
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(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備
は除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物：10年～32年

(ロ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(３) 重要な引当金の計上基準
(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

(ロ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており
ます。

(４) 収益及び費用の計上基準
飲食事業においては、居酒屋を中心とした飲食サービスの提供を行っております。飲食

サービスの提供に関しては、主として顧客からの注文に基づく料理の提供であり、顧客へ
料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を
認識しております。
建装事業においては、飲食店を中心とした内装工事を行っております。内装工事に関し

ては、工事期間がごく短いため、内装工事が完了した時点で収益を認識しております。

(５）その他連結計算書類作成のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、５年間で均等償却しております。
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会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損損失

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ
て、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとお
りです。

(１) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度

減損損失 253,887千円

飲食事業に関する有形固定資産
(うち、連結子会社 株式会社ヨシ
ックスフーズに関するもの)

2,340,460千円
（2,340,460千円）

※減損損失の金額は、飲食事業に関するものであります。

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、飲食事業の店舗固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、

店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、店舗の営業損益が
継続してマイナスとなった場合に減損の兆候があると判断しております。減損の兆候が
あると判断される場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー
の総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。
判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識しております。また、各資産グループの
将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候が認められる場合には、
共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認
識の要否を判定する必要があります。
飲食事業においては、燃料価格高騰、物価高による光熱費を始めとした営業費用の増

加の影響により、前連結会計年度及び当連結会計年度の営業損益がマイナスとなってい
る店舗について減損の兆候が認められました。減損の兆候が認められた店舗については、
飲食事業における事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額と資産の帳簿
価額を比較することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っております。

飲食事業の事業計画は今後の施策や市場動向等により売上高が増加するという仮定を
採用しております。

なお、事業計画の見直しが必要と判断された場合には、翌連結会計年度の減損損失に
影響を与える可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 3,821,531千円

２．資産から直接控除した貸倒引当金
投資その他の資産
その他 135千円
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連結損益計算書に関する注記
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載してお

りません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「収益認識に関する注記１．顧客との契約
から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 連結会計年度の発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 10,361,000株 －株 －株 10,361,000株

２. 連結会計年度の自己株式の種類及び数

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 138,277株 63株 33,500株 104,840株

(注)１自己株式の増加63株は単元未満株式の買取によるものであります。

２自己株式の減少33,500株は取締役会決議による自己株式の処分によるものであります。

３. 剰余金の配当に関する事項
(１)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2025年
６月24日

定時株主総会
普通株式 143,118 14.00

2025年
３月31日

2025年
６月25日

2025年
11月７日

臨時取締役会
普通株式 143,586 14.00

2025年
９月30日

2025年
11月29日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2026年
６月25日

定時株主総会
普通株式 164,098 16.00

2026年
３月31日

2026年
６月26日
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減損損失に関する注記
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しまし
た。

事業 用途 種類 店舗数

飲食事業
店舗設備 建物等 28店舗

その他 のれん －

（減損損失の認識に至った経緯）
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗及びのれんのうち、資産グループ等の

固定資産簿価を回収できないと判断した資産グループ等について減損損失を認識しております。

（グルーピングの方法）
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルー

ピングしており、遊休資産及び処分予定資産については、個々の物件をグルーピング単位として
おります。

（回収可能価額の算定方法）
減損損失を認識するに至った店舗及びのれんについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

ております。なお、資産グループ毎の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売
却価額は売却見込額より算定しており、売却見込額を零と見込んでいる場合には、正味売却価額
を零として評価しております。

（減損損失の金額）

建 物 及 び 構 築 物 211,978千円

そ の 他 41,909千円

合 計 253,887千円

金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に店舗を運営するための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に
銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しておりま
す。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等及び未払金は、１年以内の支払期日で
あります。また借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものでありま
す。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

営業債権は、管理本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ご
とに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や
軽減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持すること

などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)投資有価証券（*３）

その他有価証券 5,191 5,191 －

資産計 5,191 5,191 －

負債計 － － －

（*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。

（*2）「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」、「未払金」については、短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*3）市場価格のない株式等は、「（１）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計

上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 11,831

非連結子会社株式 26,329

投資事業有限責任組合出資金 73,540
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 5,191 － － 5,191

資産計 5,191 － － 5,191
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（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、レベル１の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
事業の種類別 （単位：千円）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

飲食事業 25,411,947

建装事業 502,348

顧客との契約から生じる収益 25,914,296

その他の収益 －

外部顧客への売上高 25,914,296

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記）５．会計方針に関する事項（４）収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等 （単位：千円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 632,042 722,973

契約負債 － －

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の

簡便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含め
ておりません。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,295円32銭

１株当たり当期純利益 197円68銭
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重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在) (単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 6,039,821 流 動 負 債 72,059

現 金 及 び 預 金 5,944,402 未 払 金 21,636

そ の 他 95,418 未 払 法 人 税 等 22,982

固 定 資 産 1,311,553 預 り 金 15,012

有形固定資産 754,462 そ の 他 12,428

建 物 及 び 構 築 物 331,645 固 定 負 債 548,435

土 地 402,632 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 544,474

そ の 他 20,184 繰 延 税 金 負 債 551

無形固定資産 2,738 そ の 他 3,410

そ の 他 2,738

投資その他の資産 554,353

投 資 有 価 証 券 2,713

関 係 会 社 株 式 80,329 負 債 合 計 620,495

関係会社長期貸付金 644,001 純 資 産 の 部

そ の 他 34,977 株 主 資 本 6,729,321

貸 倒 引 当 金 △207,668 資 本 金 361,315

資 本 剰 余 金 389,420

資 本 準 備 金 389,420

利 益 剰 余 金 6,283,474

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,283,474

繰 越 利 益 剰 余 金 6,283,474

自 己 株 式 △304,889

評価・換算差額等 1,558

その他有価証券評価差額金 1,558

純 資 産 合 計 6,730,879

資 産 合 計 7,351,375 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,351,375
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 1,386,704

営 業 費 用 603,303

営 業 利 益 783,401

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 9,143

不 動 産 賃 貸 料 2,781

受 取 事 務 手 数 料 3,272

そ の 他 1,578 16,776

営 業 外 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 172,207 172,207

経 常 利 益 627,970

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 964

固 定 資 産 除 却 損 0

子 会 社 株 式 評 価 損 8,999 9,964

税 引 前 当 期 純 利 益 618,006

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,691 27,691

当 期 純 利 益 590,315

― 36 ―

2026年05月25日 13時36分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金 その他資本剰余金

資本剰余金

合 計

そ の 他

利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 361,315 389,420 341 389,761 5,990,176 5,990,176 △402,130 6,339,122

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △286,704 △286,704 △286,704

当 期 純 利 益 590,315 590,315 590,315

自己株式の取得 △176 △176

自己株式の処分 △341 △341 △10,312 △10,312 97,418 86,765

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 △341 △341 293,298 293,298 97,241 390,198

当 期 末 残 高 361,315 389,420 － 389,420 6,283,474 6,283,474 △304,889 6,729,321

評価・換算差額等

純 資 産
合 計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当 期 首 残 高 1,337 1,337 6,340,459

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △286,704

当 期 純 利 益 590,315

自己株式の取得 △176

自己株式の処分 86,765

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
221 221 221

当 期 変 動 額 合 計 221 221 390,420

当 期 末 残 高 1,558 1,558 6,730,879
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個別注記表

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

① 市場価格のない株式等以外のもの…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 貯 蔵 品…………最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有 形 固 定 資 産…………定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１
日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年～32年

(2) 無 形 固 定 資 産…………定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法によっております。

3． 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金…………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

(2) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金…………役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料は、当社

の子会社に対し経営・企画等の指導を行うことを履行義務として識別しております。

経営指導料の履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等
額で収益を計上しております。受取配当金は、配当金の効力発生日をもって認識しておりま
す。
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貸借対照表に関する注記

（1）有形固定資産の減価償却累計額 238,692千円

（2）関係会社に対する債権債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 71,921千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引高 1,386,704千円
営業取引以外の取引高 348千円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 138,277株 63株 33,500株 104,840株

(注) １.自己株式の増加63株は単元未満株式の買取によるものであります。

２.自己株式の減少33,500株は取締役会決議による自己株式の処分によるものであります。

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

減損損失 10,000千円

役員退職慰労引当金 171,509千円

株式報酬費用 65,927千円

貸倒引当金 65,415千円

子会社株式評価損 5,669千円

税務上の繰越欠損金 63,477千円

その他 2,621千円

繰延税金資産小計 384,621千円

評価性引当額 △384,621千円

繰延税金資産 合計 －千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △551千円

繰延税金負債 合計 △551千円

繰延税金負債の純額 △551千円
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関連当事者との取引に関する注記
１ 関係会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有(被

所有)割合(％)

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高

(千円)

子会社
㈱ヨシックス

フーズ

所有

直接100.0％

役員の兼任

経営管理 経営指導料

（注1）

594,000 未収入金 54,450

受取配当金

（注２）

786,704

子会社
㈱ヨシオカ

建装

所有

直接100.0％

役員の兼任

経営管理 経営指導料

（注1）

6,000 未収入金 550

資金の貸付 資金の回収 50,000 関係会社

長期貸付金

294,000

子会社
㈱ヨシックス

キャピタル

所有

直接100.0％

役員の兼任

資金の貸付 資金の貸付

（注３）

－ 関係会社

長期貸付金

140,001

子会社

ワンダーフー

ドイノベーシ

ョン(株)

所有

直接100.0％

役員の兼任

資金の貸付 資金の回収 2,000 関係会社

長期貸付金

210,000

（注) １．経営指導料につきましては、業務内容等を勘案し、双方協議の上、合理的に決定しております。

２. 受取配当金は関係会社の利益剰余金をベースに両社協議の上決定しております。

３．運転資金の貸付を行っており、金利については市場金利を勘案し、決定しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 656円28銭

１株当たり当期純利益 57円62銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月20日
株式会社ヨシックスホールディングス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 野 孝 哉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 橋 敦 司

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヨシックスホールディングスの2025年４月１日
から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社ヨシックスホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監
督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じて
いる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

株式会社ヨシックスホールディングス

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 野 孝 哉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 橋 敦 司

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヨシックスホールディングスの2025年４

月１日から2026年３月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従
って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、株式会社ヨシックスホールディングスの2025年４月１日から2026年３月
31日までの第41期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法
及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
（１）監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締

役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査しました。

また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人である「有限責任 あずさ監査法人」からその監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人「有限責任 あずさ監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人「有限責任 あずさ監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2026年５月25日

株式会社ヨシックスホールディングス
監査等委員会

常勤監査等委員(社外) 鳥 居 達 也 ㊞

監査等委員 (社外) 植 村 亮 仁 ㊞

監査等委員 (社外) 堀 雄 治 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつと考えております。引続

き、成長投資に充当するための内部留保は重視してまいりますが、株主の皆様への利益還元

の重要性に鑑み、今後の成長投資等を勘案した上で、当期の期末配当は以下のとおりといた

したいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 16円00銭 総額 164,098,560円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月26日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４

名）は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４

名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社グループの監査等委員会は、すべての取締役候補者に

ついて適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１
よし おか まさ なり

吉 岡 昌 成
(1954年７月18日生)

1980年11月 ヨシオカ建装創業

644,400株

1983年９月 有限会社ヨシオカ建装設立

代表取締役に就任

1985年４月 株式会社テンガロンキッド設立

(現 株式会社ヨシックスホールディ

ングス)

代表取締役に就任

1986年２月 有限会社ヨシオカ建装を改組

株式会社ヨシオカ建装設立

代表取締役に就任

2001年４月 飯蔵株式会社を吸収合併

存続会社である株式会社ヨシックスの

代表取締役社長に就任

2007年３月 株式会社ヨシオカ建装を吸収合併

存続会社である株式会社ヨシックスの

代表取締役社長に就任

2018年６月 代表取締役会長兼CEOに就任

2021年１月 代表取締役会長兼社長に就任

株式会社ヨシオカ建装の取締役会長に

就任

2023年６月 代表取締役会長CEOに就任（現任）

選任理由 吉岡昌成氏は創業以来30年以上にわたり当社代表取締役として経営を担い、豊富な経

験と実績を有しております。現在は代表取締役会長CEOとして、経験に裏付けられた

的確な視点から経営全般に関して牽引しており、重要事項の決定や業務執行に対する

監督など適切な役割を果たしております。これらの経験実績から取締役候補者といた

しました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

２
せ がわ まさ ひと

瀬 川 雅 人
(1962年１月１日生)

1998年11月 当社入社

211,500株

2000年４月 や台や事業部部長

2001年４月 常務取締役

や台や・や台どり事業本部本部長に就

任

2002年９月 常務取締役

や台やグループ総事業本部本部長に就

任

2005年４月 専務取締役

や台やグループ統括事業本部本部長に

就任

2016年11月 取締役副社長

や台やグループ統括事業本部本部長に

就任

2017年４月 代表取締役副社長

や台やグループ統括事業本部本部長に

就任

2018年６月 代表取締役社長兼COO

や台やグループ統括事業本部本部長に

就任

2021年８月 取締役副社長に就任

2022年４月 株式会社ヨシックスフーズ

代表取締役社長 執行役員（現任）

や台やグループ統括本部本部長に就任

（現任）

2023年６月 代表取締役社長COOに就任（現任）

選任理由 瀬川雅人氏は入社以来、飲食部門に携わり、現在は代表取締役社長COO及び株式会社

ヨシックスフーズ代表取締役社長執行役員として、飲食事業を牽引し、主力事業の拡

大、新規事業推進の中心的役割を担っております。これらの経験実績から取締役候補

者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

３
よし おか ゆう た ろう

吉 岡 裕太郎
(1988年７月12日生)

2013年４月 当社入社

総務課課長

390,000株

2014年１月 執行役員

管理本部本部長兼建装事業部部長に就

任

2014年６月 常務取締役

管理本部本部長兼建装事業部部長に就

任

2015年10月 常務取締役

建築店舗・設計デザイン事業部部長に

就任

2016年11月 常務取締役

東関東事業本部本部長に就任

2017年10月 常務取締役

関東事業本部本部長に就任

2018年６月 専務取締役

関東事業本部本部長に就任

2020年４月 専務取締役

ヨシオカ建装カンパニー プレジデン

トに就任

2021年４月 株式会社ヨシオカ建装

代表取締役社長 執行役員に就任

2021年８月 専務取締役に就任（現任）

2021年10月 芝産業株式会社代表取締役に就任

2024年１月 株式会社ヨシオカ建装代表取締役に就

任（現任）

芝産業株式会社代表取締役社長に就任

2024年９月 芝産業株式会社代表取締役に就任

（現任）

選任理由 吉岡裕太郎氏は、入社以来、管理本部及び建装部門に携わり、現在は株式会社ヨシオ

カ建装代表取締役として、建装事業を牽引し、事業の拡大の中心的役割を担っており

ます。これらの経験実績から取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

４
だ て とみ お

伊 達 富 夫
(1982年４月20日生)

2006年４月 株式会社電通に入社

14,700株

2019年３月 株式会社電通を退社

2019年４月 当社入社

2019年７月 執行役員 新事業・新業態開発担当に

就任

2019年10月 執行役員 内部監査室室長に就任

2021年６月 取締役に就任

2022年４月 株式会社ヨシックスフーズ

常務取締役 執行役員

や台やグループ統括本部副本部長に就

任（現任）

2024年６月 常務取締役に就任（現任）

選任理由 伊達富夫氏は10年以上にわたり広告事業に携わり、現在はや台やグループ統括本部副

本部長として広報活動を中心に営業活動全般の中心的役割を担っております。これら

の経験実績から取締役候補者といたしました。

(注) １．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等

としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
損害を、当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含め
られることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬金額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、2021年６月24日開催の第36回定

時株主総会において、年額300,000千円以内としてご承認いただいておりますが、その後の経済

情勢や経営環境の変化に伴う取締役の責務や役割等諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報

酬額を年額500,000千円以内に改定をお願いしたいと存じます。

この報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものといたしま

す。

現在取締役（監査等委員である取締役を除く）は４名であり、第２号議案が原案通り承認可決

された場合も員数に変更はございません。

本議案は、現行の役員報酬の支給水準及び取締役の員数の動向等を総合的に勘案しつつ取締役

会で決定しており、相当であるものと判断しております。
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第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額、上限株式数の変更の

件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の株式報酬上限額について、譲渡制限付株

式報酬は2021年６月24日開催の第36回定時株主総会において年額100,000千円以内、交付する株

式数の上限は年50,000株以内とご承認いただき現在に至っています。

今般、その後の当社株価の上昇及び経済情勢の変化等を勘案し、株式報酬の上限額について見

直しを行った結果、株式報酬の上限額について以下のとおりそれぞれ改定をお願いしたいと存じ

ます。

対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限金額数及び上限株式数

上限額：年額300,000千円以内及び株式数の上限150,000株以内

第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認可

決されますと対象取締役は４名となります。本議案をご承認いただいた場合の各取締役への個別

支給方法等については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿って、報酬委員会に

おける審議を踏まえ、取締役会において決定します。

今般の株式報酬上限額の改定により、当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図る

インセンティブを引き続き対象取締役に与えるとともに、株主の皆様と同じ目線での一層の価値

共有を進めます。

上記に加え、本議案に基づく譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日時点の時価で評価し

た金額は上記、「対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限金額及び上限株式数」に記

載の年額の上限の範囲内とすること、また、本議案に基づき付与される譲渡制限付株式の上限数

は発行済株式総数に占める割合において軽微であることから、本議案に基づく譲渡制限付株式の

付与は相当なものであると判断しております。

なお、上限額及び交付する株式数の上限以外は2021年６月24日開催の第36回定時株主総会にお

いて承認可決いただいた内容に変更はありません。
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(ご参考)

当社の取締役が有する専門性と経験（スキルマトリックス）は、以下のとおりであります。

氏名
取締役
監査等
委員

独立
社外

指名・報酬
諮問委員

専門性と経験（スキルマトリックス）

企業経営
マーケ
ティング
店舗開発

外食

業界
製造

品質管理
IT・DX

財務・会計
ファイナンス

人事・労務
法務

ESG
サステナビリティ

吉岡 昌成 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

瀬川 雅人 〇 〇 〇 〇 〇

吉岡 裕太郎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

伊達 富夫 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鳥居 達也 〇 〇 〇 〇 〇

植村 亮仁 〇 〇 〇 〇 〇

堀 雄治 〇 〇 〇 〇 〇

以 上
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議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

■ 株主総会にご出席されない場合

1 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき

ご送付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示

がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせ

ていただきます。

行使期限

2026年６月24日（水曜日）午後５時45分必着

2 インターネットによる議決権行使

後記のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の

うえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限

2026年６月24日（水曜日）午後５時45分まで

■ 当日株主総会にご出席いただける場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時

2026年６月25日（木曜日）午前10時

議決権行使方法についてのご案内
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インターネットによる議決権行使は、スマー

トフォン又はパソコン等から議決権行使ウェブ

サイトにアクセスいただき、画面の案内に従っ

て行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2026年６月24日（水曜日）

	 午後５時45分まで

インターネットによる議決権行使のご案内

■スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法
「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」

及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

お手持ちのスマートフォン

にて、同封の議決権行使書

副票（右側）に記載の「ロ

グイン用QRコード」を読み

取る。

画面の案内に従って各議案の

賛否を選択

議案賛否方法の選択画面が

表示されるので、議決権行

使方法を選ぶ。

議決権行使書副票（右側）

1. QRコードを読み取る 3. 各議案の賛否を選択

2. 議決権行使方法を選ぶ

画面の案内に従って

行使完了です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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1.議決権行使ウェブサイトに

アクセスする

2.お手元の議決権行使書副票(右側)に

記載された「ログインID」及び「仮パ

スワード」を入力

■ログインID・仮パスワードを入力する方法

以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

ご注意事項

■�インターネットより議決権を行使され

る場合は、郵送によるお手続きは不要

です。

■�郵送とインターネットにより、二重

に議決権行使をされた場合は、イン

ターネットによる議決権行使の内容

を有効として取り扱わせていただき

ます。

■�インターネットにより、複数回数にわ

たり議決権行使をされた場合は、最終

に行われた議決権行使の内容を有効と

して取り扱わせていただきます。

【議決権行使サイトの操作方法に
関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

0120－173－027
（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック
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桜通

錦通

地下鉄桜通線

地下鉄東山線

JR金山駅 JR鶴舞駅
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千種駅

車道

ホテルメルパルク名古屋

大塚屋

株主総会会場ご案内図

●会 場 名古屋市東区葵３丁目16番16号
メルパルク名古屋 カトレアの間
TEL：052-937-3535

●交通のご案内
地下鉄 東山線「千種駅」１番出口より徒歩約１分
会場の駐車台数には限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用
ください。
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